
７．入札参加資格要件の見直しについて（建設業部会）  

  

三島市では平成２７年度に、市内本店または市内の支店においては１０年以上の営業

実績があれば入札参加資格要件が満たされています。このことにより、三島市内に本店

を有していない市外業者が落札し、市内業者の受注機会が激減しています。また、過度

な価格競争も生じているのが現実です。 

現在三島市が発注する２，０００万円未満の工事においては、市内本店で発注する目

安が設けられていますが、沼津市においては既に一般競争・指名競争は共に市内に本店

を有する業者が条件となっていることが多くなっています。 

また、沼津市に限らず長泉町においても、数千万程度の土木・建築工事は、ほとんど

町内業者が受注しています。東部の市町においては、三島市に比べて大型案件を扱える

業者数が少ないため、本店を有さない市外業者が入るケースはあるものの、三島市には

大型案件を扱える業者数は多数おります。 

以上の観点からも、三島市発注の工事については市内に本店を有する業者が受注でき

るよう入札参加資格要件の見直しを要望します。 
 

回答（財政課） 

 

土木一式工事をはじめとする入札参加資格要件の地域範囲について、現在に至る経

過を申し上げますと、平成 23 年度までは、設計金額により隣接する町や準市内、県内

としていました。平成 24 年度から徐々に地域範囲を市内中心に据えるよう取組み、平

成 27 年度に市内に本店または支店を有し、支店においては 10 年以上の営業実績があ

る者としてきたところです。 

こうした取り組みのもと、令和４年度の建設工事では、総数 90 件の契約のうち 85

件が市内本店業者と契約しており、その率は約 94％です。残りの 5 件については、解

体、塗装など特殊な内容を含むものでした。土木、建築一式工事をはじめとする入札

参加資格要件は、まずは市内本店業者を原則として考えており、内容が特殊な場合や

入札不調が発生した場合に地域範囲を最低限拡大している状況です。なお、近隣市町

においては、支店や市町外業者との契約が 1 割程度見受けられ、当市は良好な水準と

考えます。 

三島市においては、適正な競争が可能となることを念頭におく中で、入札参加資格

を市内の支店までとする場合もございますが、地域経済の発展には市内中小企業の振

興及び担い手の中長期的な育成・確保が不可欠なものと認識しておりますので、最低

制限価格の適用をし、過度な価格競争は抑制しつつ、ゼロ債務負担行為を活用した早

期発注、積算の前倒しも含め、施工時期の平準化に引き続き取り組むなど、適切な発

注を心がけてまいります。  


